
1 
 

江戸川区の給与・定員管理等について 

1 総括 

 

(1) 人件費の状況（普通会計決算）                  単位＝千円 

区分 
住民基本台帳人口 

（令和 5 年 1 月 1 日） 
歳出額（A） 実質収支 人件費（B） 

人件費率 

（B/A） 

（参考） 

令和 3 年度の 

人件費率 

令和 

４年度 
688,153 人 317,060,115 11,984,527 38,532,301 12.2% 11.7% 

（注）人件費には、特別職に支給される給料・報酬等を含みます。 

 

(2) 職員給与費の状況（普通会計決算）                単位＝千円 

区分 
職員数

（A） 

給与費 一人当たり 

給与費 

（B/A） 

特別区平均

一人当たり

給与費 
給料 職員手当 期末･勤勉手当 計（B） 

令和 

４年度 
3,542 人 12,281,239 4,480,266 5,764,316 

 22,525,821 

(23,505,493) 

  6,360 

(6,636) 
6,538 

（注）1  職員手当には、退職手当を含みません。 

2 職員数は、令和４年４月１日現在の人数です。また、再任用職員（短時間勤務）

及び会計年度任用職員を含みません。 

3 給与費については、再任用職員（短時間勤務）の給与費が含まれていますが、会

計年度任用職員の給与費は含まれていません。 

4 （ ）内は事業費支弁に係る職員の人件費を加えた場合の給与費です。 

 

(3) ラスパイレス指数の状況  

 

（注）１ ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で

比較するため、国の職員数（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正
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し、国の行政職俸給表（一）適用職員の俸給月額を 100 として計算した指数です。 

２ （）書きの数値は、地域手当補正後ラスパイレス指数を指します。地域手当補正

後ラスパイレス指数とは、地域手当を加味した地域における国家公務員と地方公務員

の給与水準を比較するため、地域手当の支給率を用いて補正したラスパイレス指数で

す。（補正前のラスパイレス指数×（１＋当該団体の地域手当支給率）／（１＋国の

指定基準に基づく地域手当支給率）により算出。） 

 

(4) 給与改定の状況 

① 月例給 

区分 

人事委員会の勧告 
給与 

改定率 

（参考） 

国の 

改定率 

民間給与 

（A） 

公務員給与 

（B） 

較差 

（A）－（B） 

勧告 

（平均改定率） 

令和 

５年度 
383,184 円 379,462 円 

3,722 円 

（0.98％） 
0.98％ 0.98％ 1.1％ 

（注）「民間給与」、「公務員給与」は、人事委員会勧告において公民の 4 月分の給与額をラ

スパイレス比較した平均給与月額です。 

 

② 特別給（期末・勤勉手当） 

区分 

人事委員会の勧告 
年間 

支給月数 

（参考） 

国の年間 

支給月数 

民間の支給 

割合（A） 

公務員の支

給月数（B） 

較差 

（A）－（B） 

勧告 

（改定月数） 

令和 

５年度 
4.64 月 4.55 月 0.09 月 0.10 月 4.65 月 4.5 月 

（注）「民間の支給割合」は民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合、「公務

員の支給月数」は期末手当及び勤勉手当の年間支給月数です。 

 

(5) 給与制度の総合的見直しの実施状況について 

 

【概要】国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均 2％の引下げ及

び地域手当の支給見直し等に取り組むとされています。 

 

(ア) 給料表の見直し 

給料表の改定実施時期 

実施時期：平成 27 年 4 月 1 日 

 

内容：一般行政職の給料表について、特別区人事委員会による給与勧告をうけ、

地域手当の引上げとあわせて、給料月額を同率程度引下げました。 

なお、Ⅰ類初任給までの号給等については、国の初任給との均衡や人材確

保の観点から引下げを行わないこととしました。 
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(イ) 地域手当の見直し 

支給割合：国基準 20％に対し、江戸川区でも 20％を支給しています。 

実施時期：平成 27 年 4 月 1 日 

江戸川区では、特別区人事委員会による給与勧告を受けて、平成 27

年 4 月 1 日から支給割合を引上げ、給料月額と地域手当の配分変更を

完了させました。 

 

 

各年度の支給割合 

平成 26

年度  

平成 27 年度  
平成 28

年度  

平成 29

年度  

平成 30

年度  

令和元

年度 

令和 2

年度  

令和 3

年度  

令和 4

年度 

令和 5

年度 4 月 1 日 

時点 

遡及 

改定後 

国基準によ

る支給割合 
18% 18% 18.5% 20% 20％ 20% 20% 20% 20% 20% 20％ 

江戸川区の 

支給割合 
18% 20% 20% 20% 20％ 20% 20% 20% 20% 20% 20％ 

 

(ウ) その他の見直し内容 

その他の給料表については、行政職給料表（一）との均衡を考慮した改定を実

施し、再任用職員の給料月額については、再任用職員以外の職員に準じた改定を

行いました。 

また、管理職特別勤務手当及び単身赴任手当について、国や他団体との均衡を

図り、見直しを実施しました。 

 

2 職員の平均給与月額、初任給等の状況 

(1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和５年４月１日現在） 

① 一般行政職 

区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 
平均給与月額 

（国比較ベース） 

江戸川区 40.8 歳 297,637 円 423,150 円 372,381 円 

東京都 42.4 歳 316,277 円 451,385 円 398,074 円 

国 42.4 歳 322,487 円 ― 404,015 円 

特別区 40.2 歳 297,057 円 420,681 円 373,138 円 
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② 技能労務職 

区分 

公務員 民間 参考 

平均年齢 職員数 
平均給料

月額 

平均給与

月額（A) 

平均給与

月額 

（国比較ベース） 

対応する民間

の類似職種 
平均年齢 

平均給与

月額（B) 
A/B 

江戸川区 55.1 歳 487 人 288,042 円 378,175 円 352,211 円 － － － － 

 

うち自動車運転手 56.5 歳 2 人 323,750 円 406,150 円 388,500 円 
乗用自動車運

転者 
56.7 歳 309,400 円 1.31 

うち清掃職員 53.3 歳 198 人 296,468 円 420,127 円 366,315 円 
廃棄物処理業

従業員 
47.3 歳 310,800 円 1.35 

うち用務員 56.9 歳 218 人 281,440 円 347,498 円 341,045 円 ※ 49.1 歳 241,700 円 1.44 

東京都 50.5 歳 1,241 人 287,646 円 388,055 円 354,902 円 － － － － 

国 51.2 歳 1,941 人 286,942 円 － 329,178 円 － － － － 

特別区 53.8 歳 238 人 288,690 円 385,783 円 354,482 円 － － － － 

※「他に分類されない運搬・清掃・包装等従事者」 

 

※ 民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用していま

す。（令和２年～令和４年の３ヶ年平均） 

※ 技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点

において完全に一致しているものではありません。 

※ 年収ベースの「公務員（C）」および「民間（D）」のデータは、それぞれ平均給与月額

を 12 倍したものに、公務員においては前年度に支給された期末・勤勉手当、民間にお

いては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値です。 

③ 教育職 

区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 

江戸川区 46.9 歳 411,956 円 581,523 円 

東京都 40.0 歳 337,727 円 437,064 円 

特別区 38.0 歳 329,021 円 441,201 円 

（注）1 「一般行政職」とは、一般事務、土木技術、建築技術などの職務に従事する職員

です。 

2 「技能労務職」とは、用務、調理、介護指導などの職務に従事する職員です。 

3 「教育職」とは、幼稚園教育職員などの職務に従事する職員です。 

区分 

参考 

年収ベース（試算値）の比較 

公務員（C） 民間（D） C/D 

江戸川区 ― ― ― 

 

うち自動車運転手 6,831,099 円 4,054,700 円 1.68 

うち清掃職員 6,764,913 円 4,321,100 円 1.57 

うち用務員 5,727,637 円 3,253,900 円 1.76 
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4 「平均給料月額」とは、令和５年４月１日現在における職種ごとの職員の基本給

の平均です。 

5 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手

当、時間外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務

員給与実態調査において明らかにされているものです。また、「平均給与月額（国

比較ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース（＝時間外勤務手当等を

除いたもの）で算出しています。 

 

(2) 職員の初任給の状況（令和５年４月１日現在） 

区分 江戸川区 東京都 国 

一般行政職 

Ⅰ類 

（大学卒程度） 
196,200 円 196,200 円 

総合職 198,500 円 

一般職 185,200 円 

Ⅲ類 

（高校卒程度） 
158,100 円 160,100 円 154,600 円 

技能労務職 高校卒 
144,300 円 

～148,600 円 
149,600 円 ― 

教育職 
大学卒 207,800 円 210,400 円 ― 

短大卒 190,200 円 194,300 円 ― 

 

(3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和５年４月１日現在） 

区分 経験年数 10 年 経験年数 20 年 経験年数 25 年 経験年数 30 年 

一般行政職 
大学卒 267,905 円 362,721 円 376,692 円 389,100 円 

高校卒 224,125 円 368,900 円 351,620 円 358,413 円 

技能労務職 高校卒 ― ― 303,859 円 302,659 円 
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3 一般行政職の級別職員数等の状況 

(1) 一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（令和５年４月１日現在） 

区分 標準的な職務内容 職員数 構成比 1 号給の給料月額 最高号給の給料月額 

6 級 部 長 17 人 0.7% 370,800 円 514,100 円 

5 級 課 長 71 人 3.1% 288,700 円 453,500 円 

4 級 課 長 補 佐 120 人 5.2% 260,300 円 427,600 円 

3 級 係 長 419 人 18.3% 235,600 円 405,700 円 

2 級 主 任 913 人 39.8% 208,500 円 356,600 円 

1 級 係 員 754 人 32.9% 153,500 円 322,900 円 

（注）1 江戸川区の給与条例に基づく給料表の級別区分による職員数です。 

2 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。 

3 構成比の数値は端数処理をしているため、その合計は必ずしも 100%になるもので

はありません。 

 

 

 

 

1級, 32.9% 1級, 33.9% 1級, 35.2%

2級, 39.8% 2級, 39.6%
2級, 42.0%

3級, 18.3% 3級, 17.1%
3級, 14.0%

4級, 5.2% 4級, 5.6% 4級, 5.4%
5級, 3.1% 5級, 3.1% 5級, 2.7%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%
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6 級,0.7% 6 級,0.7% 6 級,0.7% 
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(2) 国との給料表カーブ比較表（行政職（一））令和５年４月１日） 
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(3) 昇給への人事評価の活用状況（江戸川区） 

 

令和５年４月２日から令和６年４月１日 

までにおける運用 
管理職員 一般職員 

イ 人事評価を活用している ○ ○ 

 活用している昇給区分 
昇給可能

な区分 

昇給実績が

ある区分 

昇給可能

な区分 

昇給実績が

ある区分 

 

上位、標準、下位の区分 ○ ○ ○ ○ 

上位、標準の区分     

標準、下位の区分     

標準の区分のみ（一律）     

ロ 人事評価を活用していない   

 活用予定時期   

 

 

4 職員の手当の状況 

(1) 期末手当・勤勉手当 

江戸川区 東京都 国 

一人当たり平均支給額（令和４年度）

1,627 千円 

一人当たり平均支給額（令和４年度） 

1,844 千円 
― 

（令和４年度支給割合） （令和４年度支給割合） （令和４年度支給割合） 

期末手当 

2.40 月分 

（1.35 月分） 

勤勉手当 

2.15 月分 

（1.00 月分） 

期末手当 

2.40 月分 

（1.35 月分） 

勤勉手当 

2.15 月分 

（1.00 月分） 

期末手当 

2.40 月分 

（1.35 月分） 

勤勉手当 

2.00 月分 

（0.95 月分） 

職制上の段階、職務の級等による

加算措置 

・職務段階別加算 5～20% 

・管理職加算  15～20% 

職制上の段階、職務の級等による

加算措置 

・職務段階別加算 3～20% 

・管理職加算  15～25% 

職制上の段階、職務の級等によ

る加算措置 

・役職加算    5～20% 

・管理職加算 10～25% 

※（ ）内は、再任用職員に係る支給割合です。 
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○勤勉手当への人事評価の活用状況（一般行政職）（江戸川区） 

令和４年度中における運用 管理職員 一般職員 

イ 人事評価を活用している ○ ○ 

 活用している成績率 
支給可能

な成績率 

支給実績が

ある成績率 

支給可能

な成績率 

支給実績が

ある成績率 

 

上位、標準、下位の区分 ○ ○ ○ ○ 

上位、標準の区分         

標準、下位の区分         

標準の区分のみ（一律）         

ロ 人事評価を活用していない   

 活用予定時期   

 

(2) 退職手当（令和５年４月１日現在） 

江戸川区 国 

支給率 自己都合 勧奨・定年 支給率 自己都合 応募認定・定年 

勤続 20 年 18.00 月分 24.55 月分 勤続 20 年 19.6695 月分 24.586875 月分 

勤続 25 年 28.00 月分 32.95 月分 勤続 25 年 28.0395 月分 33.27075 月分 

勤続 35 年 39.75 月分 47.70 月分 勤続 35 年 39.7575 月分 47.709 月分 

最高限度 39.75 月分 47.70 月分 最高限度 47.709 月分 47.709 月分 

その他の 

加算措置 

定年前早期退職特例措置 

（2%～20%加算） 

その他の 

加算措置 

定年前早期退職特例措置 

（2%～45％加算） 

一人当たり 

平均支給額 
2,960 千円 19,813 千円 

一人当たり 

平均支給額 
― ― 

（注）一人当たり平均支給額は、令和４年度に退職した職員に支給された平均額です。 

 

(3) 地域手当（令和５年４月１日現在） 

支給実績（令和４年度決算） 2,520,021 千円 

支給職員一人当たり平均支給年額（令和３年度決算） 711,468 円 

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率） 

江戸川区 20% 3,542 人 20% 

（注）地域手当とは、民間における賃金や物価などに関する事情を考慮して支給される手当

です。 
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(4) 特殊勤務手当（令和５年４月１日現在） 

支給実績（令和４年度決算） 54,014 千円 

支給職員一人当たり平均支給年額（４年度決算） 87,543 円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（４年度） 12.4% 

手当の種類（手当数） 7 

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 
支給実績 

（３年度決算） 

左記職員に 

対する支給単価 

特定危険現

場作業手当 

工事の監督又は検

査の業務に従事す

る職員 

地上十メートル以上の足場

の不安定な箇所で工事監督

又は検査業務に従事 

31 千円 

1 日につき

400 円を超え

ない範囲内 

昇降機の検査業務

に従事する職員 

乗用貨物用昇降機、エスカレ

ーター又は小荷物専用昇降

機の検査業務に従事 

1 台につき

400 円を超え

ない範囲内 

福祉訪問等 

業務手当 

福祉に関する事務

所、福祉部介護保

険課、福祉部障害

者福祉課、子ども

家庭部保育課に勤

務する訪問員、指

導員等 

生活保護法、身体障害者福祉

法、児童福祉法、知的障害者

福祉法及び老人福祉法に定

める業務を行うための家庭

訪問や面接、母子及び父子並

びに寡婦福祉法若しくは売

春防止法に定める相談業務

に従事 

6,585 千円 

1 日につき

450 円を超え

ない範囲内 

感染症接触 

手当 

保健所その他の施

設に勤務する職員 

感染症の予防及び感染症の

患者に対する医療に関する

法律に規定する一類感染症、

二類感染症及び新型コロナ

ウイルス感染症の患者（準ず

るもの）に接触する業務に従

事 

133 千円 

1 日につき

4,000 円を超

えない範囲内 

有害薬物 

取扱手当 

保健所に勤務する

職員 

規則で定める有害な薬物を

使用し、又はガスとして発生

させ、試験、研究、検査又は

作業業務に従事 

1 千円 

1 日につき

200 円を超え

ない範囲内 

清掃業務 

手当 

清掃事務所に勤務

する職員 

 

廃棄物の処理を直接行う業

務又はこれに密接に関連す

る業務に従事 
31,188 千円 

1 日につき

700 円を超え

ない範囲内 
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手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 
支給実績 

（３年度決算） 

左記職員に 

対する支給単価 

児童相談所

業務手当 

児童相談所（一時

保護課を除く）に

勤務する職員 

児童福祉法第十二条第二項

に規定する業務を行うため

に家庭訪問、指導、相談等の

業務に従事 

4,432 千円 

１日につき

490 円を超え

ない範囲内 

一時保護業

務手当 

児童相談所一時保

護課に勤務する職

員 

児童福祉法第十一条第一項

第二号ホに規定する業務を

行うために家庭訪問、指導、

相談等の業務に従事 

11,211 千円 

１日につき

1,470 円を超

えない範囲内 

 

(5) 時間外勤務手当 

支給実績（令和４年度決算） 937,394 千円 

職員一人当たり支給年額（令和４年度決算） 265 千円 

支給実績（令和３年度決算） 1,020,599 千円 

職員一人当たり支給年額（令和３年度決算） 285 千円 

 

（注） 職員一人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（４年度決算）」と

同じ年度の 4 月 1日現在の職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の

支給対象とはならない職員を除く。）であり、再任用職員（短時間勤務）を含みます。 
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(6) その他の手当（令和５年４月１日現在） 

手当名 内容及び支給単価 

国
と
の
異
同 

国の制度 

支給実績 

（令和４年度

決算） 

支給職員一人当たり 

平均支給年額 

（令和４年度） 

扶養 

手当 

配偶者 6,000 円/月 

異
な
る 

6,500 円/月 

209,174 千円 184,620 円 

子 9,000 円/月 10,000 円/月 

父母等 6,000 円/月 6,500 円/月 

満 16 歳年度初めから 

満 22 歳年度末までの子 
4,000 円加算/月 5,000 円加算/月 

住居 

手当 

世帯主である職員

で、家賃 27,000 円

以上で住宅を借り

受けている職員 

年度末時点で 27 歳ま

での者 

27,000 円/月 

異
な
る 

16,000 円を超える家賃

で住宅を借り受けてい

る職員 

最高 28,000 円/月 

142,070 千円 185,228 円 
年度末時点で 32 歳ま

での者 

17,600 円/月 

上記以外の者 

8,300 円/月 

通勤 

手当 

交通機関利用者 
運賃等相当額 

（55,000 円限度） 
異
な
る 

運賃等相当額 

（55,000 円限度） 

392,576 千円 127,917 円 

交通用具使用者 

通勤距離応じて支給 

（2,600 円～13,000

円） 

通勤距離に応じて支給 

（2,000円～31,600円） 

管理職

手当 

（ ）内

は再任用 

行
政
職 

部長 
127,600 円 

（101,000）/月 

異
な
る 

46,300 円～ 130,300

円/月 
114,224 千円 1,142,240 円 重要困難課長 

101,500 円 

（73,200 円）/月 

課長 
92,300 円 

（66,500）/月 
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手当名 内容及び支給単価 

国
と
の
異
同 

国の制度 

支給実績 

（令和４年度

決算） 

支給職員一人当たり 

平均支給年額 

（令和４年度） 

管理職

特別勤

務手当 

管理職手当を受ける

管理又は監督の地位

にある職員が、臨時

又は緊急の必要等に

より週休日又は休日

に勤務した場合に支

給 

10,000～12,000 円/回 

(6 時間超勤務の場合：

15,000～18,000 円/回) 

異
な
る 

6,000 円～ 

27,000 円 

（勤務時間等により異

なる） 

0 円 0 円 

休日勤

務手当 
休日に勤務した職員 

（勤務 1 時間当たり

の給与額）×135/100 
同
じ 

 99,902 千円 124,411 円 
夜間勤

務手当 

正規の勤務時間とし

て、午後 10 時から翌

日午前 5 時までの間

に勤務した職員 

（勤務 1 時間当たり

の給与額）×25/100 
同
じ 

初任給 

調整手

当 

医師及び歯科医師 118,000 円～268,500 円 
異
な
る 

414,800 円以内 7,113 千円 2,371,000 円 

単身 

赴任 

手当 

公署を異にする異動

等に伴う転居のた

め、配偶者と別居し、

単身で生活する職員 

基礎額 30,000 円 

異
な
る 

職員の住居と配偶者

の住居との交通距離

に応じ 30,000 円～

100,000 円 

0 千円 0 円 
職員の住居から配偶者

の住居までの交通距離

により加算額（6,000 円

～14,000 円）あり 

義務教

育等教

員特別

手当 

義務教育諸学校等の

教育職員 

職務の級号給に応じて、 

1,120 円～4,150 円 

  164 千円 41,000 円 

災害派

遣手当 

災害対策基本法等によ

り、災害復旧等のため

自己の住所・居所を離

れて江戸川区に派遣さ

れた職員 

一日につき 
3,970 円～6,620 円 

  0 円 0 円 
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5 特別職の報酬等の状況（令和５年４月１日現在） 

区分 給料月額等 

給
料 

区長 1,218,000 円 
（参考）類似団体における最高／最低額 

1,286,000 円／912,000 円 

副区長 879,000 円 1,027,000 円／808,300 円 

教育長 742,000 円 - 

報
酬 

議長 956,000 円 956,000 円／856,000 円 

副議長 807,000 円 809,000 円／756,100 円 

議員 621,000 円 621,000 円／589,000 円 

期
末
手
当 

区長 

（令和４年度支給割合） 3.15 月分 副区長 

教育長 

議長 

（令和４年度支給割合） 3.30 月分 副議長 

議員 

退
職
手
当 

 算定方式 1 期の手当額 支給時期 

区長 1,218,000 円×500/100×4 年 24,360,000 円 

任期満了時 副区長   879,000 円×340/100×4 年 11,954,400 円 

教育長   742,000 円×260/100×3 年 5,787,600 円 

（注） 退職手当の「1期の手当額」は、4月 1日現在の給料月額及び支給率に基づき、1期

（4年＝48 月または 3 年＝36 月）勤めた場合における退職手当の見込額です。 
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6 職員数の状況 

(1) 部門別職員数の状況と主な増減理由（各年 4月 1日現在）       単位＝人 

区分 

部門 

職員数 対前年 

増減数 
主な増減理由 

令和５年 令和４年 

普
通
会
計
部
門 

一
般
行
政
部
門 

議会 15 15 ０  

総務 637 637 ０  

税務 122 125 △３ 執行体制に見直し 

民生 1,324 1,380 △56 事務の民間等委託等 

衛生 527 531 △４ 執行体制の見直し 

労働 ９ ９ ０  

農林 

水産 
７ 7 ０  

商工 25 25 ０  

土木 458 459 △１ 執行体制の見直し 

計 3,124 3,188 △64 
＜参考＞ 

人口 1 万人当たりの職員数 45.40 人 

教育部門 334 354 △20 
技能労務職員退職不補充 

 

小計 3,458 3,542 △84 
＜参考＞ 

人口 1 万人当たりの職員数 50.25 人 

公営企業等 

会計部門 
その他 184 188 △４ 執行体制の見直し 

合計 
  3,642 

[4,870] 

 3,730 

[4,870] 

 △88 

［0］ 

＜参考＞ 

人口 1 万人当たりの職員数 52.92 人 

（注）1 職員数は、一般職に属する職員数です。 

2 ［ ］内は、条例定数の合計です。 

3  公営企業等会計部門とは、国民健康保険事業や介護保険事業などです。 
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(2) 年齢別職員構成の状況（令和５年４月１日現在） 

 
 

区分 

20

歳未

満 

20
歳～ 
23
歳 

24
歳～ 
27
歳 

28
歳～ 
31
歳 

32
歳～ 
35
歳 

36
歳～ 
39
歳 

40
歳～ 
43
歳 

44
歳～ 
47
歳 

48
歳～ 
51
歳 

52
歳～ 
55
歳 

56
歳～ 
59
歳 

60

歳 

以上 

計 

職員数

（人） 
13 181 407 299 359 227 215 333 424 437 441 306 3,642 

 

(3) 職員数の推移                           単位＝人 

年度 

部門別 

平成 

30 年 
31 年 

令和２

年 
３年 ４年 ５年 

過去５年間の 

増減数（率） 

一般行政 3,071 3,120 3,181 3,210 3,188 3,124 53（1.7%） 

教育 426 407 390 377 354 334 △92（△19.0%） 

普通会計計 3,497 3,527 3,571 3,587 3,542 3,458 △397（△1.1%） 

公営企業等

会計計 
195 195 200 201 188 184 △11（△1.8%） 

総合計 3,692 3,722 3,771 3,788 3,730 3,642 △50（△1.4%） 

（注）各年における定員管理調査において報告した部門別職員数です。 
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